
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

えひめの豊かな海と漁業を育む水産振興条例（案）制定の背景 

○ 愛媛県の海域は、佐田岬半島を境に瀬戸内海と宇和海に大別され、さらに瀬戸内海は

東部の燧灘と西部の伊予灘に区分され、瀬戸内海を中心とした大小 391 もの島々や宇和

海沿岸のリアス海岸等により形成される海岸線の総延長は、全国第５位の約1,700km に

及び、漁港数は全国第３位の 189 漁港を擁している。 
 

○ これらの海域には、多様な魚介類が生息し、底びき網、船びき網、まき網、一本釣り

などの多種多様な漁船漁業や、生産量、産出額ともに全国一のマダイ、シマアジをはじ

め、ブリ類、アコヤガイ、クロマグロ、ノリ類などの養殖業が展開されており、特に宇

和海沿岸域は、全国屈指の魚類、真珠、真珠母貝などの養殖生産地として知られている。 

  また、内陸部では、重信川水系、肱川水系をはじめとする大小様々な河川、渓流も多

く、あゆやあまご等の採捕が行われている。 
 

○ 一方で、本県の水産業を取り巻く環境は、気候変動による漁場環境の変化や水産資源

の減少、漁業者の高齢化や担い手の減少をはじめ、魚離れによる消費量の減退、魚価の

低迷などにより、厳しさを増している。 
 

○ 本県の水産業を将来にわたり継承し、発展させていくためには、新たな付加価値の創

造や儲かる水産業としての競争力の強化、頻発化、激甚化する自然災害を踏まえた漁業

基盤の強靭化など情勢の変化に的確に対応して、顕在している様々な問題に対し積極果

敢に取り組んでいかなければならない。また、豊かな漁場や水産資源に恵まれた愛媛の

海を守り、持続的な生産が可能な海づくりを進めるためには、水産業者のみならず、県

民一人ひとりが、日常生活や事業活動においてプラスチックごみをはじめとする海洋ご

みの削減など環境に配慮した行動を実践することが求められる。 
 

○ このため、議員有志による水産振興の条例検討プロジェクトチームでは、本県の水産

業及び漁村の継続的な振興を図り、県、水産業者、水産団体、県民をはじめ、関係者が

一体となって「水産王国えひめ」のさらなる発展を目指すため条例の制定に向けて取り

組んでいるところである。 

えひめの豊かな海と漁業を育む水産振興条例（案）の骨子 

 

この条例は、 

○ 水産業及び漁村の振興に関する基本理念を定め、 

○ 県、水産業者及び水産団体、県民の責務について明らかにするとともに、 

○ 水産業及び漁村の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、 

○ 当該施策を総合的かつ計画的に推進し、 

○ もって本県の水産業及び漁村の持続的な発展並びに県民の豊かな暮らしの実現に寄与

することを目的とする。 

（骨子） 



第２ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 関係者の責務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産業及び漁村の振興は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。 

１ 海域、気候等の特性に応じて、収益性の高い、安定的な漁業経営が確立されること。 

２ 担い手が確保され、将来にわたって漁業が持続的に営まれること。 

３ 安全で安心な水産物の安定的な生産及び供給並びに消費者の需要の動向に即した水

産業の健全な発展に資すること。 

４ 漁村が果たしている水産業の持続的な発展の基盤たる役割が適切かつ十分に発揮さ

れること。 

５ 水産業及び漁村が有する多面的機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるこ

と。 

６ 持続的な生産が可能な豊かな海が継承され、水産動植物の生育環境及び水産資源が維

持されること。 

１ 県の責務 

 ○ 基本理念にのっとり、水産業及び漁村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定

し、及び実施する。 

○ 施策を策定し、実施するに当たっては、国、市町、関係都道府県、水産業者、水産団

体、県民等との連携に努める。 

 

２ 水産業者及び水産団体の責務 

 ○ 自らが安全で安心な水産物の生産及び供給並びに活力ある漁村づくりの主体である

ことを認識し、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努める。 

 

３ 県民の責務 

 ○ 基本理念にのっとり、水産業及び漁村の有する水産物の供給の機能並びに多面的機能

の重要性について理解を深め、地産地消等の取組を通じて水産業及び漁村を支援すると

ともに、県が行う水産業及び漁村の振興に関する施策に協力するよう努める。 

 ○ 水産動植物の生育環境の保全及び改善に資するよう、海洋ごみを削減するための行動

を実践するとともに、水質の保全及び森林の整備を図るための活動に参加するよう努め

る。 

 ○ 余暇活動等を行う者は、漁業に支障を及ぼさないように、及び水質に影響を及ぼさな

いように努める。 

 

４ 市町との連携等 

 ○ 県は、市町が実施する施策との整合を図るため、市町と情報交換を行う等緊密に連携

するとともに、助言その他の必要な支援を行うよう努める。 



第４ 基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 持続可能な水産資源の管理 

 

 

 

 

 

第６ 養殖漁業のさらなる発展 

 

 

 

 

 

 

第７ 未来を見据えた水産に関する研究開発 

 

 

 

第８ 適切な漁場利用の推進及び漁業秩序の維持 

 

 

 

１ 知事は、水産業及び漁村の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水

産業及び漁村の振興に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定する。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定める。 

 ○ 水産業及び漁村の振興に関する施策の基本的な方針 

 ○ 水産業及び漁村の振興に関する目標 

 ○ そのほか、水産業及び漁村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定め、又は変更するに当たっては、あらかじめ、市町、水産業者及

び水産団体並びに県民の意見を反映するために必要な措置を講ずる。 

４ 知事は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表する。 

県は、持続可能な水産資源の管理を図るため、水産資源の評価に基づく漁獲可能量による

資源管理の推進、水産資源の状態を的確に把握するためのモニタリング及び管理手法の開

発、放流対象魚種の種苗生産技術の開発、放流手法の向上等に必要な施策を講ずる。 

○ 県は、本県の養殖漁業のさらなる発展を図るため、新たな養殖魚種の開発による魚種の

多様化、研究開発による養殖技術の向上、魚病及び赤潮による被害の軽減、漁業者の意見

を踏まえた海面の有効利用の推進等に必要な施策を講ずる。 

○ 県は、県産水産物の付加価値を高め、競争力の強化を図るため、水産物の加工に関する

技術の向上の促進、水産物の保管及び加工の用に供する施設の整備の促進、デジタル技術

の導入の促進等に必要な施策を講ずる。 

県は、未来を見据えた水産業に関する技術の研究開発の推進を図るため、国、大学、民間

企業その他試験研究機関との連携の強化、水産業に応用が可能な技術又は研究を活用した先

端的な研究開発の推進、その成果の普及等に必要な施策を講ずる。 

 県は、適切な漁場利用、水産資源の保存管理又は秩序ある利用を図るため、漁場に見合っ 

た操業体制の確立、 漁業の指導監督、悪質な潜水器密漁等の撲滅に向けた対策、 遊漁に係 

る秩序の形成、その他の必要な措置を講ずる。 



第９ 海域特性に応じた漁業振興 

 

 

 

 

第 10 県産水産物の国内外販路の拡大 

 

 

 

 

 

第 11 魚食普及の推進 

 

 

 

 

 

第 12 豊かな海づくり 

 

 

 

 

 

第 13 環境にやさしい水産業の推進 

 

 

 

 

第 14 海洋ごみ削減の推進 

 

 

 

第 15 担い手の確保及び育成 

 

 

 

 県は、湾、灘等の海域の特性に応じて、漁業基盤の整備、環境の保全等の漁業振興施策を 

講ずる。 

県は、県産水産物の国内外への販路の拡大を図るため、えひめブランドの創出及び付加価

値の向上、需要の開拓、６次産業化の推進、輸出の促進のための体制の整備、輸出の円滑化

の推進等に必要な施策を講ずる 

○ 県は、海洋ごみを排出しない漁業の推進に必要な施策を講ずる。 

○ 県は、海洋ごみの削減に必要な施策を講ずる 

県は、県産水産物の需要拡大を図るため、県民の日常生活及び水産業者の事業における県 

産水産物の率先的な消費及び利用の推進、学校における食育の推進等、魚食普及の推進に必

要な施策を講ずる。 

県は、本県水産業の持続的な発展を図るため、魚礁及び増殖場の整備、藻場及び干潟の保 

全及び造成、栄養塩類の管理等の水産動植物の生育環境の保全、改善及び創造、栽培漁業及

び資源管理型漁業の推進等、豊かな海づくりのために必要な施策を講ずる。 

県は、環境にやさしい水産業の推進を図るため、水産業者と連携して、環境に配慮した海

面及び内水面の利用の促進、事業活動に伴う廃棄物の循環的利用の促進等に必要な施策を講

ずる。 

県は、本県水産業の担い手の確保及び育成を図るため、水産業の魅力の発信、就業希望者 

の受入環境の整備、労働環境の改善及び安全の確保、多様な人材の就業及び定着の促進等に

必要な施策を講ずる。 



第 16 男女共同参画の推進 

 

 

 

 

第 17 安定的な漁業経営 

 

 

 

 

第 18 水産業協同組合の経営安定 
 

 

 

第 19 水産業の基盤整備及び強靭化 
 

 

 

 

第 20 漁村の振興 

 

 

 

 

 

第 21 内水面漁業の維持及び発展 

 

 

 

第 22 県民の理解の促進 

 

 

 

 

県は、水産業協同組合の経営安定を図るため、適正な事業運営の促進、組織及び事業の強 

化及び充実、合併等による再編の促進等に必要な施策を講ずる。 

県は、災害に強く生産性が高い水産業の構築を図るため、漁港及び漁村の防災及び減災対 

策、漁港、漁場、養殖施設、流通加工施設の整備等に必要な施策を講ずる。 

県は、活力ある漁村の構築を図るため、漁村の魅力発信による交流人口の拡大、海及び漁 

村の地域資源の活用の促進、水産関連施設の整備、水産業及び漁村が有する文化の継承、景

観及び環境の保全、水産業及び漁村と観光業との連携の強化の促進、遊漁その他の余暇活動

に係る秩序の形成等に必要な施策を講ずる。 

県は、漁業及び漁村における男女共同参画を推進するため、漁業及び漁村における女性の 

役割を適正に評価する機運の醸成、女性が活動しやすい環境の整備、女性の経済的地位の向

上、意思決定の場への男女の対等な参画の推進等に必要な施策を講ずる。 

県は、安定的な漁業経営の育成を図るため、漁業経営を支える制度資金の充実、漁船その 

他の施設の高度化、事業の共同化及び拡大の促進、水産業者等の経営管理能力の向上等に必

要な施策を講ずる。 

県は、内水面漁業の維持及び発展を図るため、内水面における水産資源の保全及び活用並 

びに調査及び研究、内水面における漁場環境の保全及び管理並びに調査及び研究、遊漁その

他の余暇活動に関する情報の提供等に必要な施策を講ずる。 

県は、水産業及び漁村の振興並びに豊かな海づくりに関する県民の理解の促進を図るた

め、県民への情報の提供、学習機会の充実、魚食普及の推進、地産地消の推進、都市と漁村

の交流の促進等に必要な施策を講ずる。 



第 23 財政上の措置 

 

 

 

 

第 24 施策の実施状況の公表 

 

 

 

 

 県は、水産業及び漁村の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずる

よう努める。 

 知事は、毎年度、水産業及び漁村の振興に関する施策の実施状況を公表する。 


